
世はSNS全盛時代…

SNSや様々な動画配信サービスの利用者が爆発的に増え、情報発
信が気軽にできる時代となりました。
情報発信する際に、文字だけでは味気ないからとイラストや写真、

音楽など活用する場合に、Web検索して見つけたものをそのまま利
用していませんか？
実は知らず知らずのうちに著作権を侵害しているかも…

本研修では、中西総合法律事務所所属の弁護士である佐田先生を
お招きし、著作権の初歩的な部分から実例を交えて解説していただ
きます。
情報化社会で必要な知識ですので、ぜひご参加ください！

11月14日（火）
19時00分～（90分程度）
18時30分 開場

主催：長崎伝習所（事務局：長崎市市民協働推進室）

会 場：長崎市役所2階 多目的スペース
長崎市魚の町4-1

講 師：中西総合法律事務所
弁護士 佐田 英二氏

参加費用：無料

定 員：100名

お問い合わせ先
長崎伝習所事務局
（長崎市市民協働推進室内）

〒850-8685 長崎市魚の町4-1（10階）
電話：829-1125 FAX：829-1233
メール：denshusho@city.nagasaki.lg.jp

長崎伝習所プレゼンツ

基礎から学ぶ
著作権研修

そのイラスト勝手に
使って大丈夫ですか！？

事前申込が必要です。

長崎市電子申請システムから
ご申請ください！
お申込み締切は11月3日（金）
までです。お早めにお申し込み
ください。


